
  
 

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

重
要
性
を
知
っ
て
！

重
要
性
を
知
っ
て
！ 

　

急
が
れ
る

急
が
れ
る

「「 

地地 

籍籍 

調調 

査査 

」」　
のの

 

１
．
地
籍
調
査
の
重
要
性

１
．
地
籍
調
査
の
重
要
性

　

地
籍
調
査
事
業
が
完
了
し
て
い
な

い
積
丹
町
内
の
地
区
で
は
、
大
正
10

年
に
北
海
道
が
作
成
し
た
『
土
地
連

絡
図
』
な
ど
を
も
と
に
登
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

古
い
地
図
（
明
治
初
期
の
地
租
改

正
事
業
な
ど
の
古
い
調
査
記
録
を
基

礎
と
し
た
も
の
）
を
基
本
図
と
し
た

土
地
の
売
買
、
公
共
事
業
の
用
地
取

得
、
固
定
資
産
の
課
税
な
ど
が
さ
れ

る
た
め
、
実
際
に
現
地
と
登
記
所
在

図
、
登
記
簿
と
の
不
一
致
に
よ
る
ト

ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

地
籍
調
査
は
、
こ
う
し
た
ト
ラ
ブ

ル
を
解
消
す
る
た
め
、
最
新
の
測
量

器
械
に
よ
る
高
度
な
測
量
を
行
い
、

個
人
や
行
政
の
財
産
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
や
、
適
正
な
税
務
行
政
、
円

滑
な
公
共
事
業
の
実
施
を
図
る
た
め

必
要
性
の
高
い
国
土
調
査
法
に
基
づ

く
調
査
で
す
。

「
地
籍
」
は
、
土
地
の
地
番
・
地

目
・
面
積
・
所
有
者
等
の
情
報
を
表

し
、
法
務
局
（
登
記
所
）
に
備
え
付

け
の
公
図
、
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
て

初
め
て
土
地
に
関
す
る
権
利
が
法
的

に
保
護
さ
れ
ま
す
。

■■
「
山
林
部
」
の
今
後
の
調
査
方
法

「
山
林
部
」
の
今
後
の
調
査
方
法 

　
　
　「

　
　
　「
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
」

　

近
年
、
測
量
技
術
の
発
達
に
よ
り
、

高
精
度
な
空
中
写
真
、
航
空
レ
ー
ザ

測
量
デ
ー
タ
等
の
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ

ン
グ
デ
ー
タ
が
活
用
可
能
な
環
境
が

整
い
つ
つ
あ
り
ま
す
。

「
山
林
部
」
で
の
地
籍
調
査
で
は
、

土
地
所
有
者
の
高
齢
化
、
不
在
地
主

の
増
加
、
森
林
の
管
理
不
足
等
に
よ

り
、
現
地
で
の
立
会
や
測
量
作
業
が

困
難
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
調

査
現
場
で
の
滑
落
や
生
物
と
の
遭
遇

な
ど
測
量
作
業
の
リ
ス
ク
も
高
く
、

危
険
を
伴
う
た
め
、
令
和
２
年
に
国

土
調
査
法
及
び
関
係
法
令
が
改
正
さ

れ
ま
し
た
。
従
前
の
航
測
法
を
見
直

し
、
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
デ
ー
タ

を
活
用
し
た
新
た
な
航
測
法
が
活
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

 

２
．
北
海
道
の
地
籍
調
査
事
業

２
．
北
海
道
の
地
籍
調
査
事
業

　
　
　
　 

の
歴
史

の
歴
史

　

国
は
、
戦
後
す
ぐ
に
国
土
調
査
の

必
要
性
を
取
り
上
げ
、
国
土
調
査
法

を
制
定
し
ま
し
た
。

　

北
海
道
で
は
、
昭
和
27
年
度
に
事

業
着
手
を
し
た
後
、
令
和
５
年
４
月

ま
で
に
道
内
１
７
９
市
町
村
の
う
ち

１
７
１
市
町
村
が
着
手
し
、
う
ち

１
２
５
市
町
村
が
完
了
し
て
い
ま
す

が
、
山
林
な
ど
未
調
査
地
域
が
多
く

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

３
．
積
丹
町
の
地
籍
調
査
事
業

３
．
積
丹
町
の
地
籍
調
査
事
業

　

平
成
17
年
度
に
美
国
町
で
着
手
し

て
以
降
、
令
和
５
年
度
ま
で
に
美

国
町
・
幌
武
意
町
・
入
舸
町
・
日

司
町
市
街
地
の
調
査
が
完
了
し
ま

し
た
。
現
在
は
、
日
司
泊
と
野
塚

町
市
街
地
を
実
施
中
で
す
が
、
余

別
管
内
の
早
期
着
手
が
待
た
れ
て

い
ま
す
。

■■
地
籍
調
査
の
方
法

　

地
籍
調
査
は
、
約
１
０
０
年
以

上
も
前
に
作
ら
れ
た
『
土
地
連
絡

図
』
を
も
と
に
調
査
・
測
量
を
行

い
ま
す
。

まちの
懸案課題

　

『
土
地
連
絡
図
』
は
、
そ
れ
以
前

の
図
面
や
当
時
の
所
有
者
の
方
の
立

会
で
境
界
を
定
め
作
ら
れ
た
も
の
で

す
。
そ
の
後
、
土
地
の
分
筆
な
ど
は

こ
の
図
面
を
も
と
に
行
わ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
新
た
に
調
査
を
す
る
の
で

は
な
く
、
既
存
の
図
面
を
基
本
に
地

籍
調
査
に
よ
る
現
在
の
状
況
に
修
正

し
て
い
く
方
法
で
調
査
を
し
て
い
き

ま
す
。

■■
地
籍
調
査
の
事
業
費
と
財
源

　

調
査
費
用
は
、
国
と
道
、
町
が
負

担
（
次
表
参
照
）
し
ま
す
。

　

土
地
所
有
者
の
負
担
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
境
界
杭
の
設
置
希
望

が
あ
る
場
合
は
別
途
費
用
負
担
が
必

要
で
す
。

　

ま
た
、
町
外
者
の
一
筆
地
調
査
の

立
会
や
閲
覧
の
た
め
の
旅
費
等
は
個

人
負
担
で
す
。

■■
土
地
の
境
界

　

土
地
の
境
界
は
、
隣
接
す
る
土
地

所
有
者
同
士
が
現
地
立
会
の
も
と

で
、
地
籍
調
査
結
果
を
両
者
が
納
得

の
う
え
決
定
し
ま
す
。

　

地
籍
調
査
に
よ
る
今
後
の
土
地
の

年 度 地　区 事業費

Ｈ 17 ～ 24 美国町の一部 80,396

Ｈ 25 ～ 27 幌武意町の一部 19,274

Ｈ 28 ～Ｒ元 入舸町の一部 38,830

 Ｒ元～３ 日司町の一部 21,776

 Ｒ３～ 日司町及び野塚町の一部 現在実施中

負担　国 50％、北海道 25％、積丹町 25％

■地籍調査事業の経費と財政負担

※町負担 25％の約８割は特別地方交付税で措置されます。

【今後の予定地区：西河町、来岸町、余別町、神岬町】

（千円）管
理
や
利
用
を
円
滑
に
す
る
た
め
に

も
、
隣
接
す
る
土
地
所
有
者
同
士
が

調
査
結
果
を
正
し
く
理
解
し
、
境
界

を
決
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

負担　国 50％、北海道 25％負担　国 50％、北海道 25％
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■■
課
税
の
適
正
化

　

土
地
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
る

固
定
資
産
税
は
、
必
ず
し
も
正
確

で
は
な
い
登
記
簿
や
公
図
の
デ
ー

タ
を
参
考
に
し
て
お
り
、
土
地
の

現
状
・
実
態
が
反
映
さ
れ
な
い
た

め
、
不
公
平
な
課
税
の
取
り
扱
い

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

地
籍
調
査
に
よ
っ
て
、
土
地
一

筆
ご
と
の
正
確
な
地
籍
が
把
握
で

き
、
課
税
の
適
正
化
・
公
平
化
が

図
れ
ま
す
。

■■
公
共
公
共
事
業
の
円
滑
化

　

地
籍
調
査
の
完
了
は
、
公

共
事
業
の
計
画
・
設
計
、
用

地
買
収
、
維
持
管
理
等
の
円

滑
な
実
施
に
役
立
ち
ま
す
。

■■
土
地
取
引
の
円
滑
化

　

地
籍
調
査
後
は
、
正
確
な

土
地
の
状
況
が
登
記
簿
に
反

映
さ
れ
、
登
記
制
度
の
信
頼

性
が
向
上
す
る
ほ
か
、
安
心

し
て
土
地
取
引
が
で
き
る
た

め
経
済
活
動
全
体
の
円
滑
化

に
つ
な
が
り
ま
す
。

①
美
国
川
河
川
改
修
事
業

　

昭
和
37
年
８
月
に
発
生
し
た
洪
水

に
よ
る
家
屋
・
農
地
浸
水
に
よ
り
多

大
な
被
害
が
出
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

町
で
は
、
長
年
に
わ
た
り
河
川
管
理

者
の
北
海
道
へ
河
川
改
修
事
業
の
早

期
着
工
を
要
望
し
て
き
ま
し
た
。

　

工
事
を
計
画
す
る
う
え
で
必
要
な

用
地
を
把
握
し
、
取
得
す
る
必
要
が

あ
る
た
め
、
地
籍
調
査
が
不
可
欠
で

し
た
。

　

平
成
12
年
度
か
ら
河
川
改
修
事
業

計
画
に
着
手
、
平
成
17
年
度
か
ら
地

籍
調
査
事
業
に
着
手
、
20
年
度
に
完

了
。現
在
も
河
川
改
修
工
事
中
で
す
。

②
美
国
小
学
校
裏
国
道
避
難
階
段

　
整
備
事
業

　

国
の
防
災
避
難
階
段
設
置
工
事
予

定
箇
所
を
含
め
た
地
籍
調
査
に
よ

り
、
円
滑
な
同
事
業
用
地
の
取
得
が

行
わ
れ
、
同
工
事
の
促
進
に
寄
与
し

ま
し
た
。

完
了
地
区
の
町
民
の
声

完
了
地
区
の
町
民
の
声

①
土
地
の
境
界
が
公
平
に
解
決

　

「
気
の
強
い
人
と
弱
い
人
で
敷
地
境

界
が
変
わ
る
。
気
の
強
い
人
は
自
分
の

間
口
を
主
張
す
る
の
で
、
気
の
弱
い
人

は
従
う
し
か
な
か
っ
た
が
、
地
籍
調
査

に
よ
り
、
敷
地
紛
争
が
無
く
な
っ
た
。」

②
自
分
の
土
地
の
広
さ
が
分
か
っ
た

　

「
自
分
が
、
維
持
管
理
す
る
べ
き
土

地
が
明
確
に
な
っ
た
。
い
ま
ま
で
草

刈
り
や
除
雪
な
ど
を
行
っ
て
い
た
が
、

思
っ
て
い
た
よ
り
広
か
っ
た
た
め
、

地
籍
調
査
後
は
、
決
ま
っ
た
境
界
で

維
持
管
理
で
き
て
い
る
。」

■■
調
査
対
象
地
の
立
ち
入
り

　

地
籍
調
査
で
は
、
調
査
の
た
め
私

人
の
土
地
に
立
ち
入
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
市
街
地
な
ど
家
屋
周
辺
に
立

ち
入
る
場
合
は
、
町
か
ら
委
託
さ
れ

た
調
査
員
が
、
ひ
と
声
お
掛
け
し
て

立
ち
入
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
山
林
等
の
視
界
不
良
が
予
想
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
雑
木
・
草
の
刈

払
い
や
枝
払
い
を
す
る
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

 

４
．
地
籍
調
査
に
よ
る
効
果

４
．
地
籍
調
査
に
よ
る
効
果

■■
土
地
に
係
る
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止

　

土
地
の
所
在
や
境
界
の
明
確
化
を

進
め
る
こ
と
は
、
住
民
間
や
官
民
間

に
お
け
る
境
界
ト
ラ
ブ
ル
の
回
避
に

つ
な
が
り
ま
す
。

■■
災
害
復
旧
時
の
迅
速
化

　

地
震
・
水
害
等
の
災
害
が
発
生
し

た
場
合
で
も
、
地
籍
調
査
が
完
了
し

た
地
区
は
、
個
々
の
土
地
が
、
地
球

上
の
座
標
値
で
表
示
さ
れ
て
い
る
た

め
、
正
し
い
位
置
を
容
易
に
現
地
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
早
い
災
害
復
旧
工
事

の
一
助
と
な
り
ま
す
。

町
の
懸
案
課
題
の

町
の
懸
案
課
題
の

　　　　　

解
決
に
貢
献

　　　　　

解
決
に
貢
献

③
空
き
家
住
宅
解
体
の
き
っ
か
け
に

　

「
親
の
所
有
地
に
住
宅
が
あ
り
両

親
の
他
界
後
、
空
き
家
に
し
て
い
た

が
、
住
宅
が
隣
接
地
に
越
境
し
て
い

る
こ
と
が
判
明
。
隣
の
人
に
迷
惑
を

か
け
る
た
め
、
住
宅
を
解
体
し
た
。」

④
土
地
を
売
り
や
す
か
っ
た

　

「
敷
地
の
範
囲
や
面
積
が
は
っ
き

り
し
た
た
め
、
自
分
の
土
地
が
多

か
っ
た
が
、
敷
地
が
明
確
に
な
っ
た

た
め
、
一
部
の
土
地
を
売
り
や
す

か
っ
た
。
ま
た
、
売
っ
た
こ
と
で
、

自
分
の
土
地
が
減
っ
た
た
め
、
管
理

し
や
す
く
な
っ
た
。」

▲地籍調査事業の出発点（美国川河川改修事業（令和３年撮影））
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